
長崎県

「地域の守り手」である建設業では、若手入職者の低迷や就業者の高齢化な

どによる担い手不足が喫緊の課題となっており、この課題に対して官民連携し

て、建設業への入職促進や魅力ある職場環境の整備をより一層進める必要があ

ります。

県では、令和５年４月から最低制限設計価格を設計金額の９２％とする見直

し（引上げ）を行いましたが、引上げの趣旨は、担い手確保の取組に活用して

いただくことを期待したものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、下請契約におきましても、従業員への適切な水準の賃金及び社会保険

への加入相当額を適切に含む額での契約を締結していただきますよう、重ねて

お願いいたします。

参考

（一社）長崎県建設業協会では、最低制限設計価格を引き上げることで、下記

の取組を行うこととしています。

（一社）長崎県建設業協会の取組（アクションプラン）

担い手確保に向けた取組へのお願い

➀ 協会会員企業の新規入職者の初任給及び職員給与について、令和５年

度から会員企業平均で年あたり１．５％以上の上昇、令和５年度から

３か年間で概ね５％以上の上昇を目指します。

➁ 全ての会員企業において、残業規制の強化が実施される令和６年３月

までに、完全４週８休制の実施を目指します。

③ 協会ホームページを抜本的に改善し、県内建設業で活躍している人材

や優れた取組みなどの情報共有化を図り、協会内の連携強化や経営改

善につなげるとともに、広報の強化により会員企業の新規採用者を対

前年度比で増加させることを目指します。

④ 以上の目標を着実に実行するため、毎年会員企業に必要な調査を行

い、客観的データとして把握することを約束いたします。
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